
  

 介護老人保健施設 紅寿の里 施設サービス事業重要事項説明書 
（平成２１年４月１日現在） 

 
 
１．施設の概要 
（１）施設の名称等 
   ・施 設 名 ： 医療法人社団みゆき会 介護老人保健施設 紅寿の里 
   ・開 設 年 月 日 ： 平成１３年１月１１日 
   ・所 在 地 ： 山形県西村山郡河北町大字溝延字本丸８－１ 
   ・電 話 番 号 ： ０２３７－７３－５８５０ 
   ・ファックス番号 ： ０２３７－７３－５８６０ 
   ・管 理 者 名 ： 渡 邊 智 子 
   ・介護保険指定番号 ： 介護老人保健施設（０６５２３８００２３） 
 
（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 
    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と

日常生活上のお世話、自立支援などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の

能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻るこ

とができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続で

きるよう、短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護や通所リハビリテーション

および介護予防通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援する

ことを目的とした施設です。 
    この目的に沿って当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解い

ただいたうえでご利用ください。 
 

[介護老人保健施設 紅寿の里 運営方針] 
    地域の保健・医療・福祉等の連携を図り、高齢社会に即したサービスを提供するために 
   一、明るく家庭的な施設づくりを目指し、病弱老人や認知症老人等にも対応した、利用者

本位の高齢者介護サービスに取り組みます。 
   二、看護・介護その他の職種間のチームワークを重視し、働きやすい職場づくりを目指し

ます。 
   三、地域のボランティア活動等との連携を大切にし、地域の福祉環境のボトムアップを支

援します。 
 
 
 
 
 



  

（３）施設の職員体制（短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、通所リハビリテーショ

ン、介護予防通所リハビリテーションとの兼務を含む。） 
 常勤専従（うち兼務） 非 常勤 夜 間 業務内容 

医師 １ １  利用者の医学的対応等 

看護職員 １０（１０） 
 

（１） 
看護および医師の指示による医療

行為等 
介護職員 ３７（３７）  （４） 介護等 
支援相談員 ２（２）   相談、苦情受付等 
理学療法士 ３（３）   
作業療法士 １（１）   
言語聴覚士  １（１）  

機能訓練の実施および介護職員へ

の指導等 

管理栄養士 １（１）   食事管理、栄養指導等 

介護支援専門員 １（１） 
  サービス計画の立案、介護認定の

申請手続き 
事務職員 ２   利用料の請求等 

 
（４）定員 
   ・定 員  １００名 
   ・療養室  個室 ９室、 ２人室 １０室、 ３人室 １室、 ４人室 １７室 
 
２．ご利用にあたって 
（１）介護保険証の確認 
  ご利用のお申込にあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 
 
（２）介護保険施設サービス 
  施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態に 
 なるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆ 
 る職種の職員の協議によって作成されますが、その際、利用者・代理人（ご家族）の希望を十 
 分に取り入れ、また、計画の内容については同意いただくようになります。 
  □ 医 療： 
     介護老人保険施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・ 
    看護職員が常勤していますので、利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 
  □ リハビリテーション： 
     原則としてリハビリテーションスペースにて行いますが、施設内でのすべての活動が 
    リハビリテーション効果を期待したものです。 
  □ 栄養管理： 
     心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理マネジメントサービスを提供します。 



  

  □ 生活サービス： 
     施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の 
    立場に立って運営しています。 
 
３．サービス内容 
① サービス計画の立案 
② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 
   朝食   ７時４５分～ ８時４５分 

昼食  １２時００分～１３時００分 
夕食  １８時００分～１９時００分 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者

は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる

場合があります。） 
④ 医学的管理・看護 
⑤ 介護（退所時の支援も行います。） 
⑥ リハビリテーション 
⑦ 相談援助サービス 
⑧ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 
⑨ 特別な食事の提供（希望による） 
⑩ 理容サービス（原則、月１回実施します。） 
⑪ 行政手続代行 
⑫ その他 
 ＊これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくも

のもありますので、具体的にご相談ください。 
 
４．身体の拘束等 

原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある等緊急や

むを得ない場合は、施設管理者または施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限

する行為を行うことがあります。この場合には、施設の医師がその様態および時間、その際

の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 
 
５．感染症管理体制の実施 

施設では、感染症または食中毒が発生し、またはまん延を防止するため委員会を設置し、

必要な措置を講じます。 

 

６．褥創管理体制の実施 

施設では、褥創が発生しないよう適切な介護を提供するとともに、その発生を防止するた

めの委員会を設置し、必要な措置を講じます。 



  

７．利用料金 
（１）基本料金 
    施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異な

ります。以下は１日または１回または１月あたりの金額です。） 
項  目 金  額 利用者負担額 

施設サービス（Ⅰ） 
従来型個室 
 ・要介護１ ７,３４０円 ７３４円 
 ・要介護２ ７,８３０円 ７８３円 
 ・要介護３ ８,３６０円 ８３６円 
 ・要介護４ ８,９００円 ８９０円 
 ・要介護５ ９,４３０円 ９４３円 
施設サービス費（Ⅱ） 
多床室 
 ・要介護１ ８,１３０円 ８１３円 
 ・要介護２ ８,６２０円 ８６２円 

・要介護３ ９,１５０円 ９１５円 
・要介護４ ９,６９０円 ９６９円 

 

・要介護５ １０,２２０円 １，０２２円 
体制加算（「注」参照） 
・ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅰ) １２０円 １２円 
ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅱ) ６０円 ６円 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算(Ⅲ) ６０円 ６円 
 ・夜勤職員配置加算 ２４０円 ２４円 
減算（「注」参照） 
 身体拘束廃止未実施減算 ５０円           ５円 
加算（「注」参照）  
・外泊 ３,６２０円 ３６２円 
・初期加算 ３００円 ３０円 
・短期集中リハ実施加算 ６００円 ２４０円 
・認知症短期集中リハ実施加算 ６００円 ２４０円 
・栄養マネジメント加算 １２０円 １２円 
・経口移行加算 ２８０円 ２８円 
・経口維持加算（Ⅰ） ２８０円 ２８円 
 経口維持加算（Ⅱ） ５０円 ５円 

 

・口腔機能維持管理加算 ３００円 ３０円 



  

・療養食加算 ２３０円 ２３円 
・認知症ケア加算 ７６０円 ７６円 
・認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３０円 ３円 
認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４０円 ４円 

・若年性認知症利用者受入加算 １，２００円 １２０円 
・認知症情報提供加算 ３，５００円 ３５０円 
・在宅復帰支援機能加算（Ⅰ） １５０円 １５円 
在宅復帰支援機能加算（Ⅱ） ５０円 ５円 
・退所時指導加算 
① 退所前後訪問指導加算 ４，６００円 ４６０円 
② 退所時指導加算 ４，０００円 ４００円 
③ 退所時情報提供加算 ５，０００円 ５００円 

④ 退所前連携加算 ５，０００円 ５００円 
・緊急時施設療養費  介護報酬単位数による 

・ターミナルケア加算 
（死亡前 15～30日）  ２００円 

 

（死亡前 14日まで）  ３１５円 
 
（注） 
 ・ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
    介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合を１００分の５０以上配置した時、 

上記施設利用料に１日１２円が加算されます。 
   ・ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

 看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合を１００分の７５以上配置し 
た時、上記施設利用料に１日６円が加算されます。 

   ・ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 
 施設サービスを直接提供する職員の総数のうち、勤続年数が３年以上の者の占める 
割合を１００分の３０以上配置した時、上記施設利用料に１日６円が加算されます。 

   ・ 夜勤職員配置加算 
      夜勤を行う看護職員又は介護職員を、入所者２０名に対し１以上配置した時、上記 

施設利用料に１日２４円が加算されます。 
・ 身体拘束未実施減算 
   身体拘束は原則として行ってはならないが、例外的に行う場合において、現行基準 
  を満たさない場合に減算されます。 
・ 外   泊 

外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は上記施設利用料に代えて、１月に６

日を限度として３，６２０円、利用者負担額３６２円になります。 



  

・ 初期加算 
   入所後３０日間に限って、初期加算として上記施設利用料に１日３０円が加算され

ます。 
・ 短期集中リハビリテーション実施加算 
   医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入所

の日から３ヶ月以内に集中的にリハビリテーションを行った場合、１日につき２４０

円が加算されます。 
・ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（１週間に３回を限度） 
   認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込

まれると判断され、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、その入所の日から３ヶ月以内に集中的にリハビリテーションを行った場合、

１回につき２４０円が加算されます。 
・ 栄養マネジメント加算 
   常勤の管理栄養士が、施設職員と共同して入所者毎の栄養ケア計画を作成し、計画 
  に従い栄養状態等の栄養管理を行った場合 
・ 経口移行加算 
   経管により食事を摂取している利用者毎に経口移行計画を作成し、管理栄養士が栄 
  養管理を行った場合で、１８０日を限度に加算されます。 
・ 経口維持加算（Ⅰ） 

      著しい接食機能障害を有し、ビデオレントゲン造影又は内視鏡検査にて誤嚥が認め

られ、経口維持計画を作成し、管理栄養士が継続して経口摂取を進めるための管理を 
     行った場合、１日につき２８円が加算されます。 

・ 経口維持加算（Ⅱ） 
   著しい摂食機能障害を有し、水飲みテスト等で誤嚥が認められ、経口維持計画を作

成し、管理栄養士が継続して経口摂取を進めるための管理を行った場合、１日につき 
  ５円が加算されます。 
・ 口腔機能維持管理加算（１月につき） 
   歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士から、介護職員が口腔ケアに係る

技術的助言及び指導に基づき、口腔ケア・マネジメントに係る計画を作成ししている

場合、１月につき３０円が加算されます。 
・ 療養食加算 

医師の発行する食事箋に基づき、適切な栄養量および内容を有する食事を提供した

場合、１日につき２３円が加算されます。 
・ 認知症ケア加算 

      認知症専門棟の利用者に対し、個性、心身の状況、生活歴等を具体的に把握した上

で、その日常生活上の活動を適切に援助するため、介護職員等を適切に配置してい

る施設について、１日につき７６円が加算されます。 
 



  

   ・ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 
      日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動がある認知症の入所者

に、認知症介護に係る専門的な研修を修了しているものを配置し、チームとして

専門的な認知症ケアを行った場合、１日につき３円が加算されます。 
   ・ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 
      認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準に加え、研修修了者を１名以上配置。施設全

体の認知症ケアの指導等を実施し、介護職員、看護職員毎に認知症ケアの研修を

計画、実施又は実施を予定している施設に対して、１日につき４円が加算されま

す。 
   ・ 若年性認知症入所者受入加算 
      若年性認知症入所者に対して介護保険施設サービスを行った場合、１日につき

１２０円が加算されます。 
   ・ 認知症情報提供加算 
      認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困

難な利用者について、入所者又は家族の同意を得た上で、診療状況を示す文書を

添えて、認知症疾患医療センター又は認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関に

紹介を行った場合、入所期間中に１回を限度として３５０円が加算されます。 
・ 在宅復帰支援機能加算 
   退所後の在宅生活についての相談支援を行うとともに、居宅介護支援事業所や 
  主治医との連携等、在宅復帰の支援を積極的に行い、かつ、一定割合以上の在宅

復帰を実現している施設について加算されます。 
・ 退所時指導等加算 
  ① 退所前後訪問指導加算：入所中１回（または２回）、退所後１回を限度に訪問

して指導を行った場合 
  ② 退所時指導加算：入所者及び家族に対して退所後の療養上の指導を行った場合 
  ③ 退所情報提供加算：主治医または社会福祉施設に対して診療情報を提供した場

合 
  ④ 退所前連携加算：居宅介護支援事業所対して必要な情報を提供し、かつ、連携

して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合 
・ 緊急時施設療養費（月１回、３日を限度） 
   緊急時に所定の対応を行った場合は、介護報酬単位数による別途料金が加算さ 

れます。 
   ・ターミナルケア加算 
      当該入所者又はその家族の同意を得て、ターミナルケアに係る計画を作成し、医師、

看護師、介護職員等が共同して、随時説明し同意を得てターミナルケアが行った場合、

加算されます。 
 
 



  

（２）その他の料金 
  ① 食費（食材費＋調理相当分）   １,３８０円／１日あたり 
    （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されてい

る居住費の負担限度額が１日にお支払いただく食費の上限となります。） 
② 居宅費（療養室の利用費） 
    従来型個室   １,６４０円／１日あたり 
    多 床 室     ３２０円／１日あたり 
  （ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて

いる居宅費の負担限度額が１日にお支払いただく居宅費の上限となります。） 
   ※ 外泊された場合にも居室を確保することになりますので、居宅費をお支払いいた

だきます。 
   ※ 国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）に該当する場合 

滞在費 
 食費 

従来型個室 多床室 
利用者負担第１段階 ３００円 ０ 
利用者負担第２段階 ３９０円 

４９０円 

利用者負担第３段階 ６５０円 １,３１０円 
３２０円 

 
③ その他    
・ 特別な食事の提供に関わる費用                   ２５０円 
    月に１回、高級な食材を使用して提供する食材料にかかる費用です。ご希望され

ない場合はお申し出下さい。 
・ 日用品費                             １４５円 
    石鹸、シャンプー、バスタオル等の費用で、施設で用意するものをご利用いただ

く場合にお支払いいただきます。ご希望されない場合はお申し出下さい。 
・ 教養娯楽費（参加時）                        ２５円 

クラブやレクリエーションで使用する材料にかかる費用で、利用者が希望された 
場合にお支払いただきます。 

   ・ 理容料                       ２,１００円～２,６００円 
           理容をご利用の場合にお支払いただきます。 

・ コインランドリー使用料／回   
    洗濯機                          ２００円 
    乾燥機                          １００円 

       コインランドリー使用時にお支払いただきます。 
・ 私物クリーニング料／１袋                 ４２０円～６３０円 
    私物のクリーニングを依頼される場合にお支払いいただきます。 
・ 電話料                                実費 
    電話使用時にお支払いただきます。 



  

   ・ 電気使用料／日                          １００円 
       電気毛布、テレビ等の電気器具を施設に持ち込み、個別に使用される場合 

にお支払いただきます。 
   ・ 各種催事参加費                            実費 
       喫茶店等、施設で企画する催事の費用で、参加された場合にお支払いただ 

きます。 
   ・ 作業リハビリ作品材料費                        実費 

 希望により作業リハビリで使用する材料にかかる費用です。 
   ・ 予防接種料 
       インフルエンザ予防接種にかかる費用で、インフルエンザ予防接種を希望された

場合にお支払いいただきます。 
   ・ 健康診断料                               実費 
       利用者が健康診断を目的に検査等を実施した場合にお支払いいただく費用です。 
   ・ 文書料 
       施設で健康診断書等を作成した場合にお支払いいただく費用です。（他施設、病医

院に対する情報提供にかかるものは含まれません。） 
 
（３）支払い方法 
  毎月１５日頃または退所後、請求書を指定する先に郵送いたしますので、その月の末日まで

にお支払いください。お支払いただきますと領収書を発行いたします。 
  お支払い方法は、口座振替を原則としますが、別の支払方法（現金、銀行振込）を希望され 
る場合は、利用申込時にお申し出ください。なお、申し出た支払方法は、いつでも変更が可能 
です。ただし、現金の扱いは事務室にて行います。 

 
８．協力医療機関等 
   施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合 
等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

   ➢協力医療機関 
     ・名 称  山形県立河北病院 
             山形県西村山郡河北町谷地字月山堂１１１番地 
           寒河江市立病院 
             山形県寒河江市大字寒河江字塩水８０番地 
           山形済生病院 
             山形県山形市沖町７９番１ 
   ➢協力歯科医療機関 
     ・名 称  丹野歯科医院 

          山形県西村山郡河北町大字溝延３２６ 
➢緊急時の連絡先 



  

     緊急の場合には、「連絡先」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
 
 
９．施設利用にあたっての留意事項 
○ 食事 ・・・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設で提供

する食事をお召し上がりいただきます。食費は保険給付

外の利用料と位置付けられていますが、同時に、施設は

利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理を

サービス内容としているため、その実施には食事内容の

管理は欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いた

だきます。 
○ 面会 ・・・ 面会時間は午前７時から午後８時までです。 
○ 外出、外泊 ・・・ 所定の申請書にご記入の上、職員に届出して許可を受け

てください。 
○ 飲酒、喫煙 ・・・ 飲酒は毎週水曜日の「喫茶店」以外ではお断りいたしま

す。喫煙は決められた場所以外ではお断りいたします。 
○ 火気の取扱い ・・・ 喫煙以外は禁止します。なお、ライターは施設で管理さ

せていただきます。 
○ 設備、備品の利用 ・・・ 本来の用法に従ってご利用ください。これに反した利用

により破損等が生じた場合は、弁償いただく場合があり

ます。 
○ 所持品、備品等の持込 ・・・ 他の利用者に迷惑となる物の持ち込みはお断りいたし

ます。 
○ 
 
○ 

金銭、貴重品の管理 
 
外泊時等の施設外での受診 

・・・ 
 
・・・ 

盗難等については、責任を負いかねますので、必要以上

の金銭は所持しないでください。 
医療機関での受診は原則的にできませんが、緊急の場合

はこの限りではありません。 
○ 宗教活動  ・・・ 他の利用者への執拗な宗教活動はご遠慮ください。 
○ ペットの持込 ・・・ ペットの持ち込みはお断りいたします。 
 
10．事故発生時の対応 

介護保険施設サービスの提供により事故（転倒・転落等による骨折等）が発生した場合は、

必要な措置を講じた上、速やかに利用者および代理人が指定した者ならびに市町村に連絡し

ます。 
事故の発生または再発を防止するため、指針を整備し、介護事故に対する安全管理体制の

確保に努めます。 
 
11．非常災害対策 



  

  ➢防災設備   スプリンクラー、火災自動通報装置、消火器、消火栓、他 
  ➢防災訓練   年２回 
 

➢非常災害用設備の契約内容及び使用方法の徹底   随時 
  ➢非常災害に関する通報方法・連携体制の周知    随時 
 
12．禁止事項 
  施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗

教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 
 
13．要望および苦情等の相談 
  施設に対する要望または苦情等については、担当者または支援相談員にお気軽にご相談いた

だくか、備え付けられた「皆様の声箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこ

ともできます。 
  【担 当 者】支援相談員  松田享、高橋浩之 
  【受付時間】月曜日から金曜日  午前８時３０分から午後５時まで 
        電話番号 ０２３７－７３－５８５０ 
 
14．その他 
  施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
  施設の事業計画・財務内容等を閲覧することもできますので、ご希望の方はお申し出くださ

い。 



  

施 設 入 所 
基 準 額 ・ 加 算 額 
介護老人保健施設 紅寿の里（平成２１年４月１日現在） 
基   準   額 

従来型個室 多 床 室 

 （１）要介護１ ７３４円  （１）要介護１ ８１３円 

 （２）要介護２ ７８３円  （２）要介護２ ８６２円 

 （３）要介護３ ８３６円  （３）要介護３ ９１５円 

 （４）要介護４ ８９０円  （４）要介護４ ９６９円 

 （５）要介護５ ９４３円  （５）要介護５ １，０２２円 

加   算   額（主たる加算を記載しております。） 

▶ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算    １２円／日 ▶夜勤職員配置加算     ２４円／日 

▶初期加算（※１）      ３０円／日 ▶栄養マネジメント加算   １４円／日 

▶経口移行加算（実施した場合）２８円／日 ▶療養食加算（提供した場合）２３円／日 

▶認知症ケア加算       ７６円／日 

 

 

居 住 費 食   費 

従来型個室       １,６４０円／日 
多 床 室         ３２０円／日 

１日あたり         １,３８０円 

国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）に該当する場合 
従来型個室 ４９０円／日 

利用者負担第１段階 
多床室 ０／日 

３００円／日 

従来型個室 ４９０円／日 
利用者負担第２段階 

多床室 ３２０円／日 
３９０円／日 

従来型個室 １,３１０円／日 
利用者負担第３段階 

多床室 ３２０円／日 
６５０円／日 

※ 上記金額は非課税です。 
注）１．施設入所サービス費の個人負担額は、上記基準額と加算額、居住費、食費を合算

した額となります。 
  ２．サービスの内容により、上記以外の加算額が算定されますのでご了承ください。 
  ３．初期加算（※１）は、入所した日から起算して３０日以内の期間について（過去       
   ３ヶ月間等施設に入所したことがない場合）、１日につき基準額に加算されます。 
  ４．上記金額は、１日または１回あたりの料金です。 
  ５．基準額・加算額・利用料は、月１回締めとし、お支払は口座振替を原則とします

が、別の支払方法（現金、銀行振込）を希望される場合は、利用申込時にお申し出

ください。なお、申し出た支払方法は、いつでも変更することが可能です。 
  ６．領収書の再発行はできかねますので、大切に保管してください。 
７．その他ご不明な点がございましたらお申し出ください。 



  

利  用  料  金  表 
介護老人保健施設 紅寿の里（平成２１年４月１日現在） 

➢基本料金 
 施設サービス費 厚生労働大臣が定める基準の利用料の１割 

➢その他の料金 
  食費・滞在費 滞 在 費 

（１日あたり） 
食 費 

従来型個室 多床室 
 利用者負担第４段階 

（年金２６６万円以上） 
１,３８０円 １,６４０円 ３２０円 

 
利用者負担第３段階 
（年金８０万円超２６６万円

以下） 
６５０円 １,３１０円 ３２０円 

 利用者負担第２段階 
（年金８０万円以下） 

３９０円 ４９０円 ３２０円 

 利用者負担第１段階 
（生活保護受給者） 

３００円 ４９０円 ０ 

※上記金額は非課税です。 
 特別な食事に対する加算 ２５０円／回  
 日用品費 １４５円  
 教養娯楽費 ２５円 （参加時） 
 理容料   
 調 髪 ２,６００円／回 （カット、顔剃り） 
 散 髪 ２,１００円／回 （カットのみ） 
 顔剃り ２,１００円／回  
 コインランドリー使用料   
 洗濯機 ２００円／回  
 乾燥機 １００円／回  
 私物クリーニング料 

    小ネット／袋 
    大ネット／袋 

  
     ４２０円／回 

      ６３０円／回 
 電話料 実費  

 電気使用料 １００円／日  

 各種催事費 実費  

 作業リハビリ作品材料費 実費  

予防接種（インフルエンザ） 広域実施料金による  
 

健康診断料 実施  
 文書料  ２，１００円  
※上記料金には消費税が含まれています



  

 
平成   年   月   日 

 

施設入所の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づき、重要な事項を説明しま

した。 

所 在 地 
〒999-3522 
 山形県西村山郡河北町大字溝延字本丸８－１ 

名 称 医療法人社団みゆき会 介護老人保健施設 紅寿の里 

事 

業 

者 

説 明 者                     ㊞ 

 
 

私は、本書面により事業者から施設入所について重要事項の説明を受け、本書面を受領

しました。 

住 所 
〒    － 

利 

用 

者 氏 名                      ㊞ 

住 所 
〒    － 

代 

理 

人 氏 名                      ㊞ 

 


